
 

オープンカウンター方式による見積合せの公示 

 

 次のとおり、オープンカウンター方式による見積合せを実施します。 

  令和８年３月９日 

   独立行政法人都市再生機構 

   東日本都市再生本部 

    本部長 西野 健介 

 

1 調達内容 

(1) 調達件名業務 

令和８年小諸駅周辺地域におけるＡＩカメラを活用した歩行人数及び滞留人数計

測業務 

(2) 調達内容詳細 

仕様書による。（別紙１） 

(3) 履行期間 

契約締結日の翌日 から 令和９年１月 29日（金）まで 

(4) 履行又は納入場所 

仕様書による。 

(5) 見積方法 

 見積金額は、総価を記載すること。 

 契約の相手方の決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100

分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって決定価格とするので、見積書を

提出する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 100に相当する金額を見積書

に記載すること。 

 なお、見積書は本公示に記載の書式を使用すること。 

  

 

2 参加資格 

(1)  独立行政法人都市再生機構会計実施細則（平成 16 年独立行政法人都市再生機

構達第 95号）第 331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。 

(2)  機構東日本地区における令和７・８年度物品購入等の契約に係る競争参加資格

審査において、「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。 

※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。 

(3)  公示日から見積合せ日までの期間に、機構から本件の履行場所を含む区域を措

置対象区域とする指名停止を受けていないこと。 

(4)  暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でな

いこと。 

(5) 以下の実績を 1件以上有するものであること。（下請けによる業務の実績を除く。） 

令和元年度以降に公的機関※が発注し、街路灯や建物に設置したカメラを用い

た屋外空間（広場、道路など）における人の通行量計測および分析業務 

※「公的機関」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人をいう。 

(6)  本公示、仕様書及びオープンカウンター方式による見積合せ説明書（機構ホー

ムページ→入札・契約情報→新たな取り組み→オープンカウンター方式

（https://www.ur-net.go.jp/order/aratanatorikumi.html）参照）等を承諾し

ていること。 

 



 

 

◆資格確認書類の提出方法について  

上記(5)の実績を証明するために、別紙２の業務実績報告書を作成のうえ、令和８年

３月 12日（木）16 時 00 分までに次の電子メールアドレス宛に送付すること。 

電子メールアドレス MACHI@ur-net.go.jp 

※送付時の電子メールの件名は【３/13 オープンカウンター資格確認書類】と記載す

ること。 

※送付時の電子メール本文中に、住所・会社名・担当者氏名・連絡先電話番号を記載

すること。 

 

3 見積書の提出場所等 

(1) 見積書の提出場所及び見積手続等に関する問合せ先 

〒163-1315 

東京都新宿区西新宿六丁目 5号 1番 新宿アイランドタワー15階 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

総務部経理課 電話 03-5323-0705 

(2) 見積書の提出期限及び提出方法 

① 提出期限 令和８年３月 13日 (金) 16:00 

② 提出方法 

（見積書に押印をする場合） 

持参又は同日同時刻必着の書留郵便による郵送とする。なお、郵送による

場合は二重封筒とし、表封筒に「オープンカウンター見積書在中」と必ず朱

書きすること。提出場所は上記（1）と同じ。  

（見積書への押印を省略する場合） 

同日同時刻必着の電子メールにより提出し、上記(1)へ提出した旨の電話を

すること。提出先メールアドレスは以下の通り。  

専用電子メールアドレス tosai-keiri@ur-net.go.jp 

※ 見積書送付時の電子メールの件名に【３/13 オープンカウンター見積書】

と記載すること。 

※ 見積書送付の電子メール本文中に、住所・会社名・業者登録番号・担当者

氏名・連絡先電話番号を記載すること。 

(3) 見積合せの日時 

見積書の提出期限後、遅滞なく実施する。なお、見積参加者の立会は求めない。 

 

4 その他 

(1) 契約保証金 免除 

(2) 契約書作成の要否 要（別紙３） 

(3) 見積りの無効 

 本公示に示した競争参加資格のない者のした見積り及び見積りに関する条件に

違反した見積りは無効とする。 

(4) 契約の相手方の決定方法 

 独立行政法人都市再生機構会計規程第 52条の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な見積りを行った者を契約の相手方

とする。 

(5) 競争参加資格の認定を受けていない者の参加 

 上記 2(2)に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も、上記 3(2)により

見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、見積書の提出より

前に当該資格審査に係る申請書を提出し、当該資格の認定を受け、かつ、競争参

加資格の確認を受けなければならない。 

mailto:MACHI@ur-net.go.jp
mailto:tosai-keiri@ur-net.go.jp


 

 

(6) 仕様書の内容に係る質問等の受付先 

〒163-1315 

東京都新宿区西新宿六丁目５番１号新宿アイランドタワー15階 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

まちづくり支援部まちづくり支援課 

電話 03-5323-0763  結城（ゆうき） 

 

以 上   



 

 

見   積   書 

 

金              円也（税抜：総額） 

 

ただし、令和８年小諸駅周辺地域におけるＡＩカメラを活用した歩行人数及び滞

留人数計測業務 

オープンカウンター方式による見積合せ説明書を承諾の上、見積りします。 

 年  月  日 

住 所 

会社名 

代表者                  印 ※１ 

 

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部 

本部長 西野 健介 殿 

 

※１ 本件責任者（会社名・部署名・氏名）：                          

担 当 者（会社名・部署名・氏名）：                           

※２ 連絡先（電話番号）１ ：                                

連絡先（電話番号）２ ：                             

※１ 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。 

     押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。 

※２ 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。 

     個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。 
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※ 機構ホームページで公表されている「有資格者名簿（東日本地区）物品購入等」に記載されてい

る登録番号を記載すること。 

なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。 

提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることがで

きないので注意すること。 

※ 押印を省略する場合は、封筒に「（押印省略）」と記載すること。 
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仕様書 

 

１ 契約件名 令和８年小諸駅周辺地域におけるＡＩカメラを活用した歩行人数及び滞留人数計測業務 

 

２ 履行期間 

契約締結日の翌日から令和９年１月 29日まで 

 

３ 履行場所 

  長野県小諸市 

 

４ 業務目的 

小諸駅周辺地域（以下、「本地区」という。）における、歩行人数及び滞留人数のデータ（以下、「人

流データ」という。）を取得することにより、本地区での取組による人流データの変化を把握すること

を目的とする。 

 

５ 業務内容 

（１）人流データの計測 

小諸駅周辺地域内に設置済みの機器に加え、（２）で調達及び設置する機器を用いて、通行量及

び滞留量を計測する。詳細は以下のとおり。 

① 計測期間 計測準備完了後から令和８年 12月 31 日（概ね８か月） 

② 計測内容 通行量及び滞留量 

以下のとおり 24 時間常時計測し、15分毎に分析可能なデータとして集計。 

(ア) 通行量：カメラ画角内の設定ラインを通行した人数を方向別に計測 

(イ) 滞留量：カメラ画角内の設定エリア内に滞留した人数×滞留時間を計測 

③ 計測範囲 別紙４のとおり（計５箇所） 

④ 設置済み機器一覧 

・ PoEハブ（Panasonic PN260494等）  …４台 

・ 外付けハードディスク（PoE-Midspan） …２台 

・ AI 解析機器（NS（冷却ファン含む）） …２台 

（２）データ取得機器の調達および設置 

上記（1）②のうち通行量の計測を目的とし、下記に示す機器をリース品又はレンタル品により

調達し、別紙４に示す位置に設置すること。 

① 調達する機器一覧 

・ 屋外用カメラ（Panasonic WV-S1536LNJなど）  …１台 

・ PoEミッドスパン（microsemi PD-9501GC/AC-JP） …１台 

・ AI 解析機器（NX（冷却ファン含む））  …１台 

（３）その他 

① 計測開始前に必要な調整を行い、計測ラインの設定に係る結果等を提出すること。 

別紙１ 



② 取得した人流データは随時集計結果をインターネット上で確認および集計データのダウンロ

ード（CSV 形式）が可能な状態とすること。 

③ カメラで取得する映像データは解析後即時破棄し、個人情報の特定になりうるデータを保持

しないこと。 

④ 調達機器について、1 年以内に発注者の使用上の責任によらないとみられる不具合が生じた

場合、受注者は無償で修理又は交換を行うこと。 

⑤ 調達機器について、構造上の欠陥等が判明した場合は、受注者は直ちに発注者に申し出て、無

償で修理又は交換を行うこと。（構造上の欠陥等により故障が発生した場合も同様） 

⑥ 調達品は、発注者の指定する場所まで運搬し、設置組立後、動作確認を実施し使用できる様態

とすること。 

 

６ 成果品 

人流解析結果生データ及び集計データ（個人を識別できる情報を一切含めないこと） 

※提出方法は、発注者と協議の上決定すること。 

 

７ その他 

(１) 業務の履行上必要な情報収集方法等については、事前に機構指示者と協議し、また、業務の履行

上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 

(２) 成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合

は予め申し出るものとする。 

(３) 再委託について 

① 業務の主たる部分（人流データの解析）の再委託は認めない。 

② 業務の一部を再委託する場合は、書面により申請を行い、あらかじめ発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

③ 受注者は業務の一部を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にして

おくとともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。また、委託者

からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出すること。 

(４) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置については、以下のとおりとする。 

① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察

に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

② 上記①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその

内容を記載した文書により当機構に報告すること。 

③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、

当機構と協議を行うこと。 

(５) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたときは、その都度、機構指示者と協議すること。 

 

以 上  

  



 

 

 

業務実績報告書  

法人名              

 

令和元年度以降に公的機関※が発注し、街路灯や建物に設置したカメラを用い

た屋外空間（広場、道路など）における人の通行量計測および分析業務（１件

以上）。  

※「公的機関」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人をいう。  

 

実施年度・件名・概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２  



 

 

 

請 負 契 約 書  

 

１ 契約の名称  令和８年小諸駅周辺地域におけるＡＩカメラを活用

した歩行人数及び滞留人数計測業務  

２ 仕様      別添仕様書のとおり。  

３ 履行期間     令和８年  月   日から  

令和９年 １月 29日まで  

４ 契約金額     金        円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額  金         円）  

５ 支払条件     完成払  

 

上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締

結する。  

この契約締結の証として、本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押

印の上、各自１通を保有する（ただし、電磁的記録については、本契約の成

立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容

の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管す

るものとする。）。  

 

令和８年   月    日  

 

発注者  東京都新宿区西新宿六丁目５番１号  

独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部  

  本部長 西 野   健  介  印 

受注者   

 

               印 

 

 

（総則）  

第１条  発注者及び受注者は、頭書の業務（以下「業務」という。）に関し、

この契約書に定めるもののほか、仕様書（別添の仕様書及び入札説明書等

に係る質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、

この契約を履行しなければならない。  

２ 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、

成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金とし

て頭書の契約金額を支払うものとする（以下、契約金額、履行期間及び契

約金額については、「頭書の」を省略する。）。  

（権利義務の譲渡等）  

第２条  受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、

別紙３  



 

 

 

又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場

合は、この限りでない。  

（一括再委託等の禁止）  

第３条  受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任

し、又は請け負わせてはならない。  

２ 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとす

るときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変

更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定

した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りで

ない。  

（特許権等の使用）  

第４条  受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用

新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、そ

の使用に関する一切の責任を負うものとする。  

（仕様書等の変更）  

第５条  発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指

示（以下この条において「仕様書等」という。）の変更内容を受注者に通

知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、

必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することが

でき、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。  

２ 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者と

が協議して定めるものとする。  

（業務の中止）  

第６条  発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に

通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。  

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行

期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴

う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と

受注者とが協議して定めるものとする。  

（受注者の請求による履行期間の延長）  

第７条  受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することがで

きないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求する

ことができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定

めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長し

たときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年（ 365日

当たり）３パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支

払うものとする。  

（損害の負担）  



 

 

 

第８条  業務の履行に関して生じた損害（第三者に及ぼした損害を含む。）

は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理

由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。  

（検査及び引渡し）  

第９条  受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通

知しなければならない。  

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して

l0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。  

３ 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除

き、すべて受注者の負担とする。  

４ 発注者は、第２項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、

成果物があるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移

転するものとする。  

５ 受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、発注者の指定する

日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場

合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。  

（契約金額の支払い）  

第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注

者に対し請求することができる。  

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して

30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。  

３  発注者がその責めに帰すべき理由により前条第２項又は同条第５項の

検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行っ

た日までの日数は、前項の期間（以下「約定期間」という。）の日数から

差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数

を超えた日において満了したものとみなす。  

 

（契約不適合責任）  

第11条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、

受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる

履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求する

ことができない。  

２ 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を

し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度

に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求する

ことができる。  

一 履行の追完が不能であるとき。  



 

 

 

二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。  

三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期

間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合に

おいて、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。  

四 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をして

も履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。  

（発注者の任意解除権）  

第12条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 14条の規定によ

るほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。  

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者

に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合

における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。  

（発注者の催告による解除権）  

第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期

間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約

を解除することができる。  

一  第２条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を

第三者に承継させたとき。  

二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない

とき。  

三  履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見

込みが明らかにないと認められるとき。  

四 正当な理由なく、第 12条第１項の履行の追完がなされないとき。  

五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。  

（発注者の催告によらない解除権）  

第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに

この契約を解除することができる。  

一 第２条の規定に違反して債権を譲渡したとき。  

二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合によ

り契約の目的を達成することができないとき。  

三  受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示

したとき。  

四  受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務

の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する

部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。  

五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定

の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場

合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。  

六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者

が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされ



 

 

 

る見込みがないことが明らかであるとき。  

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条におい

て同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同

じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡した

とき。  

八  第 16条又は第 17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たと

き。  

九  受注者が次のいずれかに該当するとき。  

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与して

いる者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契

約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以

下この号において同じ。）が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認め

られるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いると認められるとき。 

二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用す

るなどしていると認められるとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

と認められるとき。 

ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認め

られるとき。  

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その

他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、

発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わ

なかったとき。  

十 第19条の２第１項各号の規定のいずれかに該当したとき。  

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第 15条  第 13条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由

によるものであるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をす

ることができない。  

（受注者の催告による解除権）  

第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除

することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行



 

 

 

がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り

でない。  

（受注者の催告によらない解除権）  

第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約

を解除することができる。  

一 第５条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が３分の２以

上減少したとき。  

二  第６条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の２分の１を

超えたとき。  

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第 18条  第 16条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由

によるものであるときは、受注者は、前２条の規定による契約の解除をす

ることができない。  

（発注者の損害賠償請求等）  

第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これに

よって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。  

 一 履行期間内に業務を完了することができないとき。  

 二 成果物に契約不適合があるとき。  

三  第 13条又は第 14条の規定により業務の完了後にこの契約が解除され

たとき。  

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又

は債務の履行が不能であるとき。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項

の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額（この契約締結後、契約金額の

変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。）

の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払

わなければならない。  

一 第13条又は第14条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除され

たとき。  

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由

によって受注者の債務について履行不能となったとき。  

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当す

る場合とみなす。  

 一  受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法

（平成16年法律第75号）の規定により選任された破産管財人  

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生

法（平成14年法律第154号）の規定により選任された管財人  

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生

法（平成11年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等  

４ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、



 

 

 

契約金額につき、遅延日数に応じ、年（ 365日当たり）３パーセントの割

合で計算した額を請求することができるものとする。  

（談合等不正行為があった場合の違約金等）  

第19条の２  受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注

者は、発注者の請求に基づき、契約金額の 10分の１に相当する額を違約金

として発注者の指定期間内に支払わなければならない。  

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す

る法律（昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法

第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受

注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当

該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合

を含む。）。  

二  納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく

排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事

業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注

者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われてい

ないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該

命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）に

おいて、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の

規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。  

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁

止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為があったと

された期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された

場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したと

きは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行

為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたも

のであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。  

四  この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治 40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法第 89条

第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。  

２  受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、

受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなけれ

ばならない。  

（受注者の損害賠償請求等）  

第 20条  発注者の責めに帰すべき理由により第 10条第２項の規定による契



 

 

 

約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、

遅延日数に応じ、年（ 365日当たり）2.5パーセントの割合で計算した額の

遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。  

（契約不適合責任期間等）  

第21条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第９条第４項の規定による

引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日から１

年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約

の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。  

２ 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の

根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を

明確に告げることで行う。  

３ 第１項において受注者が負うべき責任は、第９条第２項の規定による検

査に合格したことをもって免れるものではない。  

４ 発注者が第１項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下

この項及び第７項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約

不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知か

ら１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたとき

は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。  

５ 発注者は、第１項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契

約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認め

られる請求等をすることができる。  

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたも

のであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、

民法の定めるところによる。  

７  民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな

い。  

８ 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、

第１項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当

該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がそ

の契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。  

９ 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示

又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不

適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその

記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知

しなかったときは、この限りでない。  

（賠償金等の徴収）  

第22条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債

務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わ

ない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日ま



 

 

 

で年（365日当たり）３パーセントの割合で計算した利息を付した額と、

発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年（ 3

65日当たり）３パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。  

（秘密の保持）  

第23条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、

又は他の目的に使用してはならない。  

（適用法令）  

第24条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。こ

の契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、こ

の契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。  

（管轄裁判所）  

第 25条  この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において

締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じた

ときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。  

（契約外の事項）  

第26条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注

者と受注者とが協議して定めるものとする。  

 

 



計測箇所 

 
 

図中① 計測範囲 

 

 

図中② 計測範囲 
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